
資 料 名古 屋市立大学 看護 学部 紀要 第13巻2014

ヴ ェーバ ー の宗 教 社 会 学(1)

勝 又 正 直

1.序

本 稿 は、 ドイ ツ の社 会 学 者 、 マ ッ ク ス ・ヴ ェー バ ー

(1864-1920)の 書 い た、 『宗教 社 会 学 論 集 』 全3巻 、 を

読 み解 きな が ら、 世 界 の諸 宗教 とそ れ を生 み 出 した 社 会

に つ い て の概 観 を 得 る、 と同 時 に、 西 洋 近代 社 会 とい う

もの が い か な る原理 を 持 つ社 会 な の か 、 を 解 明 して い こ

う とす る もの で あ る。

『宗教社会学論集』の構成

ヴェーバーの 『宗教社会学論集』は、以下のような構

成をもつ論文集である。

序言

プロテスタンティズムの倫理 と資本主義の精神

プロテスタンティズムの教派と資本主義の精神

世界宗教の経済倫理

序論

儒教 と道教

中間考察

ヒンドゥー教 と仏教

古代ユダヤ教

(付録:パ リサイびと)

この論 文集 は、 キ リス ト教 、 儒 教 、 道 教 、 ヒ ン ドゥー

教 、 ジ ャイ ナ教 、 仏 教 、 ユ ダヤ教 の諸 宗 教 を 考 察 す るの

み な らず、 中 国、 イ ン ド、 東南 ア ジア 、 中 央 ア ジ ア、極

東 、 中近 東 、 西 洋 の、 社 会 と歴 史 を、 そ の 自然 条 件 ・経

済 ・政治 ・文 化 な どの さま ざ ま な側 面 か ら考 察 し、 か つ

そ れを統 一 的 な社 会像 と して把握 しよ う とす る もの で あ っ

た。 ま さに社 会 を ま る ご と把 握 しよ う とす る野心 に み ち

た論 文 集 で あ り、 そ の把 握 の 目指 す もの は、 我 々 を 今 覆

い支 配 して い る近 代 社 会 とい う もの が 何 で あ るの か 、 と

い う社 会学 固有 の 問 い に答 え よ う とす る作 品 で あ る。

ヴ ェー バ ー 自身 が後 世 に残 そ う と して 、 ま とめ た(ま

とめ か け た)論 文集 は この論 文集 だ けで あ る。 そ の作 品

の影 響 力、 そ の 透徹 した視 野 、 完 成度 に お い て 、 マ ック

ス ・ヴ ェー バ ー の 最 高 傑 作 とい うだ けで はな く、 社 会 学

の 歴 史 に そ び え る巨 大 な 壁 の よ うな 古 典 的 作 品 群 で あ る

と言 え る。

我 々 は、 この 論 文集 が どの よ う に書 か れ 作 られ て い っ

た の か 、 作 品 形 成 を た ど る こ とで 、 この 論 文 集 を 貫 く、

ヴ ェー バ ー の 問 題 意 識 を 明 らか に しつ つ 、 この 論 文 を 読

み 解 い て い くこ とに す る。 そ の 過 程 で 、 彼 の 教 科 書 的 な

遺 稿 で あ る 『経 済 と社 会 』、 と りわ け、 そ の 中 の 『宗 教

社 会 学 』 や 、 そ の ほか の 論 文 を 、 あ くまだ が この 論 文 集

の との 関 わ りに お い て で はあ るが 、 扱 い た い と思 う。

『宗教社会学論集』の成り立ち

この 『宗教社会学論集』は次の順で書かれた。

まず、「プロテスタンティズムの倫理 と資本主義の精

神」が1905年 にヴェーバーが編集する 『社会科学並びに

社会政策雑誌』に発表された。

つぎに11年 のブランクのあとに、「世界宗教の経済倫

理」の 「序論」・「儒教」・「中間考察」が1916年 に、同 じ

く 『社会科学並びに社会政策雑誌』に発表された。

ヴェーバーは以上の論文を改訂 して 『宗教社会学論集

第1巻 』として1920年 に発刊 した。その際、この 『宗教

社会学論集』全体の 「序言」が新たに書かれ、 また、

「プロテスタンティズムの教派 と資本主義の精神」 とい

う論文が追加された。また、その他の論文も改訂された

が、とくに 「儒教」は大幅に増補改訂されて題名も 「儒

教と道教」となった。

「ヒンドゥー教と仏教」は1916-17年 に 『社会科学並

びに社会政策雑誌』 に発表 され、 「古代ユダヤ教」 は

1917-19年 に 「社会科学並びに社会政策雑誌』に発表さ

れた。

ヴェーバーが1920年 に死んだために、この2つ の論文

は改訂されることな く、そのまま 『宗教社会学論集』の

第2巻 と第3巻 となり1921年 に発刊された。なお、第3巻

には、遺稿であった 「パ リサイびと」が付録として追加

された。



2.「 プロテスタ ンテ ィズムの倫 理 と資本主 義の

精神」(1)

ま ず ヴ ェー バ ー の 『宗教 社 会 学 論 集 』 の 出 発点 とな っ

た 「プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム の倫 理 と資 本主 義 の 精 神」 と

い う論 文 を み る こ とに す る。

古 典 と は

この著 作 は、 社 会科 学 の古 典 とみ な され て い る。

「古 典 」 と聞 く と、 「と っつ きに くい」、 「わ か りに く」、

さ らに は 「つ ま らな い」 の で はな い か 、 とい うイ メ ー ジ

(先 入 観)を 持 た れ が ちで あ る。 そ の た め 、 つ い つ い 直

接 そ れ を読 む か わ りに解 説 書 や教 科 書 の 記 述 に 頼 りが ち

で あ る。

じつ は そ れ が 間 違 い の元 で あ る。

こ と社 会 学 に 限 って言 い る と、 解 説 書 の 解説 はだ い た

い 間 違 って い る(橋 爪1995)。 百 歩 譲 って 、 間 違 って い

な くて も、 わ か りづ らい。 元 の本 が説 明 す るた め に 何百

頁 も使 った こ とを、 解 説 で はが そ れ よ り短 い 頁 で説 明 し

よ う とす るの で あ るか ら、 わ か りに く くな って も当 然 で

あ る。 た とえ万 が一 、 わ か りや す か った と して も、 多 く

は つ ま らな い で あ る。 漁港 で とれ た新 鮮 な魚 も何 人 もの

仲 介 業 者 を 通 お す と鮮 度 が お ち て しま う。 お な じよ うに、

元 の 本 が持 って い た新 鮮 な 驚 き は、 解 説 書 や 教科 書 か ら

は抜 け 落 ち て しま って い る こ とが ほ とん どで あ る。 古 典

は、 解 説 書 な ど読 ま な い で、 直接 読 ん だ ほ うが お も しろ

い。 これ は覚 え て お くい い こ とで あ る(な か な か 実 行 し

づ らい こ とで はあ るが)。

「新 鮮 な驚 き」、 と言 っ た。 そ う、 古 典 と い う の は、

難 しい、 立 派 な こ と が書 い て あ る か ら、 「古 典 」 とみ な

され て い るの で はな くて、 お も しろ い(知 的好 奇 心 を か

きた て る)か ら、 「古 典 」 な ので あ る。

とい うよ り、実 は、 多 くの古 典 は、 ち ょ っと変 で あ る。

実 際 に読 ん で み る と、 「こん な ことが 書 いて あ る のか?」

とび っ く りす る こ とが 多 い。

カントの 『純粋理性批判』

たとえば、カントの 「純粋理性批判』という西洋哲学

の古典がある。カントの名前は聞いたこともあると思 う。

そのカントの主著というと、やたら難 しくて、退屈な本

な、本のような気がする。た しかに途中まで難解で面倒

な本である。だが真ん中あたりの 「純粋理性の二律背反」

になると、印象はがらりと変わる。そこでは、カントは、

本の左頁 と右頁を対照させ、「純粋な理性」に一人二役

をさせ、正反対なことを主張させる。左の頁で 「純粋理

性」氏は、「世界には最初の原因(第 一原因)と なるも

のがいる」 と主張する。 ところが右の頁では、おな じ

「純 粋 理 性 」 氏 が 「世 界 に は第 一 原 因 な ん て な い」 と主

張 す る。

「第 一 原 因 」 とは、 トマス ・ア ク ィナ ス の 『神 学大 全 』

とい う中 世 神 学 の 基 本 書 に よ れ ば 、 「神 」 の こ とで あ る。

つ ま り、 「純 粋 理 性 」 氏 は、 見 開 き の左 頁 で は 「神 は存

在 す る」 と主 張 して い た か と思 う と、 右 頁 で 「神 な ん て

い な い」 と主 張 して い るの で あ る。 い や主 張 だ けで な く、

「理 性 」 氏 は、 そ の正 反 対 な主 張 を、 背 理 法 をつ か って、

「も し神 が い な い とす る と … 」、 「も し神 が い る とす

る と … 」 と して 、 そ の結 果 矛 盾 が 生 まれ る か ら、

「神 は い る」、 「神 は い な い」 と結 論 して い くの で あ る。

一 人 二 役
、 神 様 を 支 持 す る役 と神 様 を 否 定 す る役 、 そ れ

を 同 じ 「純 粋 理 性 」 が 演 じて い るの で あ る。 これ は ま る

で正 気 の 沙 汰 で はな い 。 人 間 が 純 粋 にそ の 思 考 だ けを 展

開 して い くと、 そ こに は こ う した 狂 気 が 待 って い るの と

い うの が カ ン トが 示 そ う とす る こ とで あ る。

カ ン ト、 そ れ も 『純 粋 理性 批 判 』 の 著者 なん て い う と、

な ん だ か 近 代 理 性 の 立 場 に 立 つ 落 ち 着 き払 った 地 味 な 古

老 、 とい うよ うな イ メー ジが あ る。 だ が 本 当 は こん な ふ

ざ けた 書 き方 を す る洒 落 気 の あ る、 と同 時 に、 人 間 が も

つ 狂 気 の 淵 を の ぞ き込 ん だ 人 だ った の で あ る。

見 開 きペ ー ジを つ か って の 一 人 二 役 の 、 ち ょう ど、 法

廷 に お け る、 検 察 側 と弁 護 側 の 陳 述 の よ うな 、 しか もそ

こで は、 検 察 官 と弁 護 士 は実 は同 じ人 物 の 一 人 二 役 を 演

じて い る、 とい うわ けで あ る。 そ して 一 人 二 役 の 対 決 か

ら導 き だ さ れ るの は、 「神 はい る と も言 え る し、 い な い

と も言 え る」、 と い う、 キ リス ト教 が 支 配 して い た 当 時

の ヨー ロ ッパ世 界 に と って、 とてつ もな く危 険 な結論 だ っ

た の で あ る。

ドイ ツの 詩 人 、 ハ イ ネ は フ ラ ンス 人 にむ けた ドイ ツ哲

学 の 紹 介 書 『ドイ ツ古 典 哲 学 の 本 質 』 の 中 で 、 フ ラ ンス

革 命 で ロベ ス ピエ ー ル はル イ16世 の 首 を はね た 、 カ ン ト

はな ん と神 に 対 して お な じこ とを した 、 と書 い て い る。

カ ン トの同 時 代 の人 た ち に と って、 カ ン トの した こ とは、

ま さに 「神 殺 し」 に ほか な らな か った の で あ る。

ドフ トエ フ ス キ ーvs.カ ン ト

この 「純 粋 理 性 の 二 律 背 反 」 を 深 刻 に受 け止 め 、 そ の

解 決 を 小 説 世 界 に お い て 果 そ う と格 闘 した の が ドス トエ

フス キ ーで あ った(ゴ ロ ゾ フケル1988)。 彼 の 『カ ラマ ー

ゾ フの 兄 弟 』 とい う小 説 で 、 理 性 の 人 で あ る次 男 イ ワ ン

は、 この 、 神 は存 在 す る、 神 は存 在 しな い 、 とい う二 律

背 反 の 狂 気 と絶 望 の 淵 に あ る。 彼 は無 意 識 に、 異 母 兄 弟

の ス メル ジ ャ コ フを そ そ の か し父 殺 しを させ 、 同 時 に三

男 ア リー シ ャに この 淵 か らの 救 済 を 求 め る。

ふ つ う、 神 と対 立 す るの は悪 魔 で あ る。 悪 魔 はあ くま

で 神 が あ って の 悪 魔 で あ って 、 神 の 存 在 を 否 定 した り は



しな い。 とい うよ り、 完 全 な る神 が い るに もか か わ らず

不 完 全 な この世 界 を説 明 す るた め に悪 魔 は必 要 と され る。

つ ま り悪 魔 は神 の 補 完物 な の で あ る。

しか し 『カ ラ マ ー ゾ フ の 兄 弟 』 に 登 場 す る悪 魔 は、

「神 が い るか ど うか 、 僕 に もわ か らな い ん だ よ」 と うそ

ぶ くよ うな悪 魔 で あ る。 つ ま り この 悪 魔 は神 の 敵対 者 で

は な くて、 信 仰 に対 す る敵対 者 、 つ ま りカ ン トの二 律 背

反 の、 神 が存 在 す る、 神 が存 在 しな い 、 とい う理 性 の二

律 背 反(狂 気 と絶 望)を 体 現 した存 在 な の で あ る。

「神 が い な けれ ば あ らゆ る こ とが 許 され る」、 ドス ト

エ フ ス キ ー は しば しば そ う書 く。 「あ らゆ る こ と が許 さ

れ る」 とは、 倫 理 を 支 え る神 が い な い こ とで 、 あ らゆ る

悪 行(犯 罪)が 許 さ れ て しま う、 い う こ と で あ る。 「あ

らゆ る こ とが許 され る」 とい う時 の 「自 由」 とは 、 「悪

の 自由」 な の で あ る。 これ が カ ン ト以 来 の 「自由」 の と

らえ か た で あ る。 我 々 が ふ つ う考 え る 「自由」 と はず い

ぶ ん ち が う 「自由」 の と らえ方 で あ る。 しか し神 が 造 っ

た楽 園(エ デ ンの 園)で 、 うま れ て は じめ て 神 の 命 令 に

反 して(自 由 な 意 志 を も って)、 知 恵 の木 の 実 を食 べ、

そ の 結 果 、 楽 園 を 追 い 出 さ れ た 人 間 に と って 、 つ ね に

「自 由」 は、 規 範 ・規 則 か らの 逸 脱(罪 ・犯 罪)と 裏 腹

な の で あ る。

で は人 間 は な ぜ犯 罪 を犯 さな い の だ ろ うか。 そ れ は人

間 に、 「自分 だ け 特 別 扱 い す るル ー ル で な くて 、 だ れ に

だ が 適 応 で き るル ー ル で行 動 しろ」、 とい う こ と を肝 に

命 じて い るか らで あ る。 た とえ ば、 俺 だ け は人殺 し して

もい い と考 え る と、 相 手 も同 じよ うに 考 え るか ら、殺 さ

れ て も文 句 は言 え な くな って しま う、 だ か ら 「人 は殺 し

て もい い」 とい うの はま ち が って い る、 人 は殺 して はい

け な い、 とい うわ けで あ る。

この原 理 を カ ン トは定言 命 法 と呼 び 、 つ ぎの よ うに 定

式 化 した。 「な ん じの 意 志 の格 率 が つ ね に 同 時 に普 遍 的

立 法 の原 理 と して妥 当 す るよ うに行 為 せ よ」。

人 間 の あ らゆ る道 徳 原理 は こ こを 出 発 点 に して 合 理 的

に構 成 ・説 明 す る こ とが で き る とカ ン トは考 え た。 理 性

的 に考 え る こ とが 出来 る人 間 は道 徳 的 に正 し く行動 で き

る とい うわ け で あ る。

この理 性 的 に考 え させ る とい う発想 に も とつ い て 、 近

代 の 刑 法(犯 罪 を 扱 う法 律)で は、 あ らか じめ、 「この

罪 を犯 す と この罰 が あ る」 とい う こ とを 人 々 に 教 え て お

け ば、 人 は 「そ うか 、犯 罪 は割 に合 わ な い な」 と考 え て、

犯 罪 を犯 さ な くな るだ ろ う と考 え た。 この あ らか じめ 罪

と罰 を決 め て 教 え て お くとい う考 え 方 を 「罪 刑 法 定主 義 」

で あ る。

ドス トエ フス キ ー は、 政 治集 団 に参 加 した た め 、銃 殺

刑 を言 い渡 さ れ、 銃 殺 の 直前 に皇 帝 の 恩赦 で シベ リアに

流 刑 に な り、 そ こで 政治 犯 ば か りか 多 くの 犯 罪者 を 見 、

か つ 交 わ る とい う経 験 を した 。 この 流 刑 地 の 体 験 以 降 、

ドス トエ フス キ ー の 作 品 の 中 心 テ ーマ は、 悪 の 問 題 へ と

変 わ る。 そ の ドス トエ フス キ ー に と って 、 この 理 詰 め に

計算 す れ ば 犯 罪 を しな くな るだ ろ う、 とい う発 想、はが ま

ん な らな い もの で あ った 。 多 くの 犯 罪 者 を 見 た 彼 に と っ

て 、 犯 罪 と は計 算 つ くの もの な どで はな く、 と どめ が た

い 人 間 の どす 黒 い 根 元 悪 の 噴 出 で あ り、 そ うい う形 で し

か み ず か らの 自由 を 表 現 す る こ と しか で きな い 人 間 の 最

後 の 自己 表 現 で あ った 。

罪 刑 法 定 主 義 の 古 典 、 ベ ッカ リー アの 『犯 罪 と刑 罰 』

とわ ざ と同 じよ うな 題 名 を つ けた 小 説 『罪 と罰 』 で は、

彼 は計 算 づ くで 金 貸 しの 老 婆 を 殺 そ う とす る大 学 生 を 主

人 公 に す え る。 捕 ま った ら割 が 合 わ な い 犯 罪 だ が 、 ぜ っ

た い 捕 ま らな い な ら割 が 合 うで はな い か 、 金 貸 しの 因 業

婆 が 死 ん で 、 若 く有 為 な 自分 が 勉 学 を 続 け る こ とが で き

るな ら、 そ れ は社 会 的 に も好 ま しい こ とだ 、 こ う した 理

性 的 な 計 算 に 基 づ い て 殺 人 を 犯 した 大 学 生 は、 しか しそ

の と き犯 行 の 計 算 違 い か ら、 金 貸 し婆 の 、 信 心 深 い 、 妹

ま で 、 殺 して しま う。 彼 の 犯 罪 計 算 は狂 って しま った 。

この あ と、 計 算 づ くで はな い 、 罪 にた い す る許 しが 、 天

使 の よ うな 心 を もつ 娼 婦 の 導 き によ って 、 主 人 公 に もた

ら され るの で あ る。

カ ン ト倫 理 学 は、 理 性 の 狂 気 を 超 え るた め に(神 が 命

じ与 え た で あ ろ う)原 理 か らの 理 詰 め の 計 算 によ って 人

間 に 道 徳 的 に ふ るま わ せ よ う とす る。 この 倫 理 学 との 対

決 こそ 、 ドス トエ フス キ ー の 小 説 で め ざ した もの に ほか

な りま せ ん 。

と同 時 に 、 ドフ トエ フス キ ー は政 治 的 党 派 が そ の 独 善

性 の あ ま り残 虐 な 行 動 に 走 る姿 を 描 く。 神 が 存 在 しな い

こ とで 倫 理 が 破 棄 され 、 党 派 の 「正 義 」 だ けが 突 出 す る

と き、 目を 背 けた くな るよ うな 残 虐 な 党 派 内 部 の 粛 正 や

党 派 に よ る横 暴 が お こな わ れ る。 『悪 霊 』 と い う小 説 が

描 い た の はま さに そ う した 世 界 で あ る。 そ の 射 程 は、 連

合赤 軍 事 件 、 オ ウ ム真 理 教 事 件 、 な ど、 現 代 まで 届 い て

い る。

と ころで この 『悪 霊』 とい う小説 で は く りか え し 「ジュ

ネ ー ブ思 想 」 と い う言 葉 が 出 て く。 「ジ ュ ネ ー ブ思 想 」

と は、 ス イ ス の ジ ュネ ー ブ出 身 の 思 想 家 ル ソ ーの 『社 会

契 約 論 』 の こ とを さ して い る。

(ち な み に 、 この 『社 会 契 約 論 』 で は、 ロ シ ア人 は未

発 達 な 精 神 しか 持 って い な い 、 と され て い る。 ドフ トエ

フス キ ー の 「未 成 年 』 とい う小 説 の 題 名 は この ル ソ ーの

批 判 か らその まま発 案 され た題 名 だ と思 わ れ る。 つ ま り、

「未 成 年 」 な の は主 人 公 だ けで は な くて、 ロ シア の 人 々

全 体 を 指 して い て 、 主 人 公 はそ う した ロ シ ア精 神 を 代 表

して い るの で あ る)。



ル ソ ー の 『社 会契 約論 』

ル ソー の 『社 会 契約 論 』 とい う と、 我 々 は 「倫 理 ・社

会 」 な どで、 民 主 主 義 の古 典 、 と習 って きた。 私 もそ う

思 い こん で い た の で あ るが、 大 学 卒 業 して か ら、 は じめ

て読 ん で み て、 び っ くり した。 この本 で は、 人 民 の 「一

般 意 志 」 を体 現 す る立 法者 は独裁 して もか ま わ な い 、 と

さ れ て い る。 つ ま り、 人 民 の 党 に よ る独 裁 が正 当 な もの

と され て い るの だ 。 これ は、(崩 壊 した)ソ 連 や 中 国共

産 党 や北 朝 鮮 の 独裁 を正 当 な もの とす る論 理 とそ の ま ま

つ な が って い る。 ル ソー の 『社 会 契約 論 』 とい うの は内

部 粛 正 と民 衆 の 大 量 処 刑 を 、 「正 しい こ と」 と して お こ

な う 「党 の論 理 」 を提 示 した 本 な の で あ る。

私 見 に よれ ば 、 ドフ トエ フス キ ー は この 『社 会 契約 論 』

の革 命 党 に よ る独裁 の論 理 に あ らが い つ つ も、 結 局 、乗

り越 え る こ とが で きな か った よ うに思 え る。

と ころ で、 ル ソー は ど う して この よ うな 、 人 民 を代 表

す るが ゆ え に独 裁 で きる党、 とい う考 え を もつ よ うに な っ

た の か。

理 由 は さ ま ざ ま だ ろ うが、 一 つ は彼 の 出 身 地 に あ るよ

うに思 わ れ る。 彼 の 出 身地 、 ジ ュネ ー ブ は、 宗 教 改革 者

カ ル ヴ ァ ンが独 裁 を敷 い て い た 町 だ った 。(ル ソ ー は、

立 法 者 の独 裁 につ いて述 べ て い る とき に、 注 で、 カル ヴ ァ

ンの ジ ュネ ー ブで の 政治 に言 及 して い る)。

カ ル ヴ ァ ン は ジ ュネ ー ブに 人 々 に請 わ れ て 指 導 ・支 配

者 とな りた。 しか しひ とた び 実権 を に ぎ る と厳 しい 規 則

を人 々 に 強 い て、 違反 者 を処 刑 した り して 、一 種 の 恐怖

政 治 を お こな った の で あ る。 ル ソー はそ う した 、 神 の 名

の も とに よ る正 義 に よ る、 独裁 政治 の 歴 史 を もつ 町 の 出

身者 だ った の で あ る。

『プ ロテスタ ンテ ィズム の倫 理 と資 本 主 義 の精 神 』 を読 む

お そ ら く読 者 の 中 に は、 ヴ ェー バ ー に つ い て解 説 書 や

教 科 書 の記 述 を読 ん だ 人 もい るだ ろ う。 そ の 結 果 、諸 君

の心 の な か に はい くつ か の紋 切 り型 の 先 入観 、 と りわ け

ヴ ェーバ ー は西洋 の合 理化 を 問題 に した社 会 学 者 で あ る、

とい うよ うな イ メ ー ジが す で に巣 くって い るか も しれ な

い。 そ う した 固定 的 な イ メ ー ジか らい った ん 自由 に な る

た め に、 この 著作 を解 説 して い く前 に 、 この 『プ ロテ ス

タ ンテ ィズ ム の倫 理 と資 本主 義 の精 神 』 の な か の あ る箇

所 を ま ず 引用 した い と思 う。

資本主義人の自問自答

ヴェーバーはこの著作のなかで、「資本主義精神」に

みたされた人々につぎのような(架 空の)問 いかけを し

ている。(正 確にいうなら自問自答させている)。

「休みなく奔走(ほ んそう)す ることの 『意味』を彼

ら(「 資 本 主 義 精 神 」 に み た さ れ た人 々)に 問 い か け て、

そ う した 奔 走 の た め に 片 時 も 自分 の 財 産 を 享 受 しよ う と

しな い 態 度 は、 純 粋 に 現 世 的 な 生 活 目標 か ら見 れ ば ま っ

た くの 無 意 味 で はな い か と問 う と き、 彼 ら は、 も し答 え

う る とす れ ば 、 『子 や 孫 へ の配 慮 』 だ と言 う こ と もあ る

だ ろ う。 しか し、 よ り多 くは、 『子 や 孫 へ の 配 慮 』

と い う動 機 は、 明 らか に 彼 らだ け の もの で な く、 「伝 統

主 義 的』 な 人 々 に も同 様 にあ るのだ か ら よ り正確 に、

自分 に と って は不 断 の 労 働 を 伴 う事 業 が 『生 活 に不 可 欠

な もの 』 とな って しま って い るか らな の だ 、 と端 的 に答

え るだ ろ う。 これ こそ 彼 らの 動 機 を 説 明 す る唯 一 の 的 確

な 解 答 で あ る と と もに 、 事 業 の た め に人 間 が 存 在 し、 そ

の 逆 で な い 、 とい う そ の生 活 態 度 が 、[個 人 の 幸 福 の 立

場 か らみ る と]ま っ た く非 合 理 的 だ とい う こ とを 明 白 に

物語 って い る。」(Weber1982:79-80)。

この 引 用 を 問 答 形 式 に 書 き直 して み よ う。

「な ぜ 楽 しむ こ とを 知 らず にそ ん な に休 み な く働 い て

い るの で す か?」

「子 ど もた ち に 財 産 を 残 す た め で す よ 。」

「だ が そ れ は昔 の 人 た ち だ が 考 え た こ とで す 。 で も彼

ら はず い ぶ ん の ん び り と生 活 を 楽 しん で 生 きて い ま した

よ。 決 して あ な た の よ うに あ くせ くと働 い て はい ませ ん

で した 。」

「え え 、 な る ほ どそ うで す 。」

「じゃ、 な ぜ そ ん な に あ くせ く働 くの で す か 。」

「ま あ 、 働 か ず に はい られ な い 、 働 い て 事 業 を 続 け る

こ とが 生 活 の 不 可 欠 な もの に な って い る とい うの で し ょ

うか ね 。」

「そ れ じゃ、 あ な た とい う人 間 の た め に事 業 が あ るの

で はな く、 事 業 の た め に あ な た は存 在 す る、 とい うわ け

で す ね 。」

「ま あ 、 そ うい う こ とに な り ます か ね 。」

ず い ぶ ん 、 意 地 悪 な 問 い つ め 方 で あ る。 人 が 慣 れ 親 し

ん で す っか り同 化 して い る こ とを 、 ヴ ェ ーバ ー は こ と さ

ら、 あ ば きた て るよ うに問 いつ め る。 そ うす る こ とで我 々

が 、 同 化 し慣 れ て 「あ た りま え 」 に思 って い る こ とが 、

じつ は倒錯 した 非 合 理 な もの にす ぎな い こ とが 見 え て く

る。

異 化

こ う し た 技 法 を ふ つ う 「異 化 」 と 言 う 。 「異 化 」

(Verfremdung,differentiation)と は、 「ロ シ ア ・フ ォ

ル マ リズ ム の 芸 術 説 で 、 日常 見 慣 れ た表 現 形 式 に あ る

「よ そ よ そ しさ」 を 与 え る こ と に よ って 異 様 な もの に 見

せ、 内容 を一層 よ く感得 させ よ うとす る もの」(「広辞 苑 』)



で あ る。

演 劇 の世 界 で、 これ を 中心 的 な手 法 と した の が 、 ブ レ

ヒ ト(Brecht1898-1956)で あ る。 彼 は 「異 化 」 に つ

い て 、 「 『三 文 オ ペ ラ』 の た め の 註 」 の な か で こ う述 べ

て い る。

「『三 文 オ ペ ラ』 は、 そ の 表 現 す る 内 容 ば か りか そ の

表 現 方 法 の点 だ が、 市 民 的 な物 の考 え方 と密接 に 結 び つ

い て い る。 そ れ は劇 場 の観 客 が この人 生 に つ い て 見 た い

との ぞん で い る もの の見方 につ いて の一 種 の講 演 で あ る。

だ が 同 時 に観 客 は、 自分 の 見 た くな い もの を もい くらか

見 せ られ る。 つ ま り、 自分 の希 望 が 実 現 され るの を 見 る

だ けで は な く、 そ れ が批 判 され る の を も見 る。(自 分 を

主 体 と して だ けで な く、 客 体 と して も見 る の だ。)し た

が って、 原 則 的 に は、 演 劇 に あ る新 しい機 能 を与 え るよ

うに な る。」(Brecht2006:165)

さ らに ブ レ ヒ トはそ の演 劇 論 で こ う述 べ て い る。

「もは や観 客 は、 自分 の世 界 か ら芸 術 の世 界 へ と誘 い

込 ま れ るの で はな く、 む しろ 反対 に 目 さめ た 感 覚 を も っ

て 自分 の現実 的 な世界 に連 れて いかれ ねば な らな い。 …

そ の原 理 は 感情 同化 の か わ り異 化 を 導 き入 れ る こ とで あ

る。

異 化 とは な に か?

あ る出来 事 な い し性 格 を異 化 す る とい うの は、 簡単 に

い って、 ま ず そ の 出来 事 な い しは性 格 か ら当 然 な もの 、

既 知 の もの、 明 白 な もの を取 り去 って 、 そ れ に対 す る驚

きや好 奇 心 を つ くりだ す こ とで あ る。 … 異 化 す る と

い うの は、 だ か ら、 歴 史化 す る こ とで あ り、 つ ま り諸 々

の 出来 事 や人 物 を、 歴 史 的 な もの と して 、移 り変 わ る も

の と して表 現 す る こ とで あ る。 … 劇場 は も はや観 客

を酔 っぱ らわ せ た り、 さま ざ ま な錯 覚 を 授 けた り、 この

世 界 を 忘 れ させ た り、 自分 の運 命 と妥 協 させ た り しよ う

と しな い。 これ か ら は劇場 は この世 界 を 、観 客 が そ れ に

手 を加 え る こ とが で き るよ うな形 で、 観 客 に 提 供 す るの

だ。」(Brecht1962:123-4)

異化 す る精 神

す ぐれ た学 者 と はお うお うに して、 驚 くこ との 達 人 で

あ る。 ヴ ェー バ ー は こ こで我 々 が慣 れ き った こ とに 、 驚

きか つ あ や しみ、 そ して そ の懐 疑 へ と我 々 を 誘 お う と し

て い るの で あ る。

この と き ヴ ェー バ ー は、 い わ ゆ る 「合 理 化 の社 会学 者 」

な の で し ょ うか。 む しろ現 代 社 会 の人 間 の生 き方 の 非 合

理 性 と倒錯 性 を あ ば きたて る 「異 化 す る精 神」 と して我 々

の前 に登 場 して い る とい うべ きで はな い で しょ うか。

異 邦 人 に よ る 異 化

「ドワー ズ 」 とい う ロ ック ・バ ン ドの1967年 の 『まぼ

ろ しの 世 界 』(Strange　 Days)と い う ア ル バ ム の な か

に 「ま ぼ ろ しの世 界 」(People　 Are　 Strange)(作 詞 ジ

ム ・モ リソ ンJim　 Morrison)と い う曲 が あ る。 そ の 一

節 。

「き み が 見 知 ら ぬ ひ と で あ る と き 、 ひ と び と は 見 慣 れ

な い 奇 妙 な も の に な る 」(People　 are　 strange　 when　

you're　 stranger.)

ひ とび との ま じめ に 働 くそ う した あ り方 が 「奇 妙 な も

の」 に 見 え るの は、 そ れ を み て い る彼 が じつ はそ れ まで

の 日常 か ら外 れ て 、 異 邦 人 の よ うな 存 在 にな って い るか

らで あ る。 逆 に い え ば 、 そ う した 異 邦 人 の 存 在 にな った

と き、 は じめ て 日常 世 界 の もつ 倒 錯 性 を 見 え て くるの で

あ る。

ヴ ェー バ ー の 生 涯(異 邦 人 へ の 転 落)

ヴ ェー バ ー の 場 合 、 こ う した 「異 化 」 を 可 能 に した も

の はな ん だ った の で しょ うか 。 そ れ は彼 自身 の 失 墜 の 経

験 で あ る。

ヴ ェー バ ー の 生 涯 はそ の 前 半 まで は ま さ に順 風 満 帆 と

い う しか な い もの で あ った 。

ヴ ェ ーバ ー は1864年4月21日 に エ ル フル トと い う ワイ

マ ー ル の 近 くの 町 で 生 ま れ た 。 父 は富 裕 な 亜 麻(ア マ)布

(リ ネ ン)商 人 の 家 系 を 引 く国 民 自 由党 代 議 士 、 母 は敬

度 な ピ ュー リタ ンで あ る。 長 じて ハ イ デ ル ベ ル ク、 ベ ル

リ ン、 ゲ ッテ ィ ンゲ ンの 各 大 学 で 法 律 、 経 済 、 哲 学 、 歴

史 を 学 ん だ 。 卒 業 後 、 一 時 司 法 官 試 補 と して 裁 判 所 に勤

務 したの ち、学 究 生活 に入 った。92年 ベ ル リン大学 で ロ ー

マ 法 、 商 法 を 講 じ、1994年 に30歳 の 若 さで フ ライ ブル ク

大 学 の 国 民 経 済 学 教 授 とな り、1897年 に はハ イ デ ル ベ ル

ク大 学 の 正 教 授 とな って い る。

今 日の 日本 だ が 法 学 部 な ど は25歳 で 助 教 授 、35歳 ぐ ら

い で 教 授 に な った りす る。 で あ るか ら この 経 歴 は異 例 と

ま で は言 え な いで し ょ う。(ニ ー チ ェは22歳 で バ ー ゼ ル

大 学 古 典 文 学 の 正 教 授 に な って い る。 異 例 とい うな らそ

う い うの を指 す べ き で し ょ う)。 しか しや は りき わ め て

順 調 な 、 ま さに 「飛 ぶ 鳥 を 落 とす 勢 い 」 の 出 世 ぶ りだ っ

た こ と は間 違 い あ りま せ ん 。 同 時 代 の 社 会 学 者 ジ ンメル

(1858-1918)が ず っ とベ ル リン大 学 の私 講 師 に と どめ

お か れ 、 ス ト ラ ス ブ ー ル 教 授 の な っ た の は そ の 晩 年

(1914)だ っ た こ と。 さ らに 当 時 か らす で に社 会 学 の 古

典 的 著 作 とみ な され て い た 『ゲ マ ン ンシ ャ フ トとゲ ゼ ル

シ ャフ ト』(1887)を 書 い た テ ンニ ー ス(1855-1936)

が キ ー ル 大 学 に 教 授 に な った の が1913年 だ った こ と。 ど



ち ら も50歳 を す ぎて よ うや く教 授 に な った こ とを 考 え る

と、 ヴ ェー バ ー の経 歴 が い か に恵 ま れ て い た か わ か る。

しか し1976年 に母 の 財産 処 理 に つ い て 父 を厳 し く追 求

し、 そ の 直後 に父 親 が旅 行 中 に死 ん で しま って か ら、 彼

の運 命 は急 に 暗転 す る。 そ れ以 後 彼 は神 経疾 患 に悩 ま さ

れ るよ うに な り、 や が て研 究 も教 育 もで きな くな りた。

1903年 つ い に ハ イ デ ル ベ ル ク大 学 を 辞 め て 形 ば か りの

「名 誉 教 授 」 とな り、 遺 産 と年 金 に よ って 暮 らす こ とに

な りま す 。 活 動 は も っぱ ら友 人 と 自分 が 編 集 して い る

『社 会 科 学 ・社 会 政 策 ア ル ヒー フ』 に論 文 を 書 く こ と と

『フ ラ ンク フ ル ト新 聞 』(ド イ ツの主 要 新 聞 『フ ラ ン ク フ

ル ト ・ア ル ゲ マ イ ネ 』 の前 身)に 論 説 を書 くこ とな どに

費 や され た。 我 々 が知 って い る彼 の業 績 の主 要 な もの は

ほ とん ど この 時 期 に書 か れ た もの で あ る。

教 職 に も ど るの は、 第一 次 世 界 大戦 が お わ った1918年

の ヴ ィー ン大 学 か らで、 よ く1909年 ミュ ン ヒ ェ ン大学 に

就 任 す る。 しか し1920年6月 ス ペ イ ン風 か ら肺 炎 を併 発 。

14日 に56歳 で死 去 して い る。

ヴ ェー バ ー が 『プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの 倫 理 と資 本主

義 の 精 神 』(1905)を 書 い た の は、 彼 が社 会 的 な 日の 当

た る場 所 か ら完 全 に身 を 引 い た後 で あ る。 『プ ロ テ ス タ

ンテ ィズ ム の倫 理 と資 本主 義 の精 神 』 は、 コー ス ア ウ ト

して しま った人 間 が、 そ れ ま で コー ス の な か で 必 死 に 働

い て きた 自分 を 振 り返 り、 あ れ はい った い 何 だ った の だ

ろ うか と 自問 自答 す る、 そ う した作 品 に な って い るの で

あ る。で あ るか らさきほ ど引用 した 自問 自答 は じつ はヴ ェー

バ ー 自身 の 自問 自答 だ った の で あ る。

当たり前を当たり前でなくする(異 化する)社 会学

私見によれば、社会学 とは、近代 という時代を、その

なかに投げ込まれた個人の側から疑問を提示 しつつとら

え返 していく学問である。そのためにはこの社会で 「当

たり前」 とされていることを、ある種の違和感をもって

見つめ直すことが必要である。つまり日常のあたりまえ

と思われていることを異邦人のまなざ しで異化するとい

う性格を社会学 は必然的にもたざるを得ないのではない

かと私は考えている。

じつはヴェーバーの社会学には、アメ リカ流の社会学

の内容は、まるでありません。であるからヴェーバーを

いくら読んだがアメ リカ的な社会学の教科書にのるよう

な知識はほとんど増えません。またヴェーバーを読むの

に必要な知識 も、社会学の知識ではありません。む しろ

歴史的な知識である。であるからヴェーバーが 「社会学

者」であるとされているのは、社会学が自分たちの権威

づけのために偉い学者の名前を借 りている、という面が

かなりあるように思 う。つまり社会学者 は 「虎の威を借

りる狐」なのである。 ヴェーバーの業績ははた してアメ

リカ 流 の 社 会 学 の せ ま い枠 に 収 ま る もの な の だ ろ うか 。

私 は しば しば 疑 問 に 思 う こ とが あ る。

しか しす くな くと も、 この 「異 化 す る精 神 」 を 持 って

い る とい う一 点 だ けだ が 、 ヴ ェ ーバ ー は社 会 学 者 い が い

の 何 者 だ が な い とい え るの で はな い か 。 わ た しはそ う思

うの で あ る。

ま え お きが た い へ ん 長 くな った 。 で は 『プ ロテ ス タ ン

テ ィズ ムの 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 』 の 内 容 を み て い くこ

とに しよ う。

3.「 プロテス タ ンテ ィズムの倫理 と資本主義 の

精神」(2)

基礎学力としての世界史

諸君のなかには、高校時代、世界史を選択 しなかった

人がいると思う。あるいは、授業はあったけど、受験科

目には選ばなかった。だからほとんど勉強 しなかったと

いう人はいるだろう。

正直に言おう。世界史を勉強 しなかった人は、大学生

になるための基礎学力がかけている。ち ょうど、それは

数学を選択 しないで大学の理科系に進んだ(あ るいは微

分を学ばずに経済学部に進んだ)よ うなものである。世

界史を知らないと、海外のニュースを聞いてもほとんど

理解不能である(そ んなことはないという方、それはわ

かったような気になっているだけである)。

また大学の学問の多 くはもともとは西洋からの輸入学

問であるから、その学問がうまれた背景となった西洋世

界の歴史を しらないと、その学問の内容がいまいちよ く

理解できない。そんな高尚なことでな くて、たとえば海

外を旅行 したとしても、歴史を知 らないと、何を見ても、

「きれいだね」、「なんか壊れてる」、というふうに表面的

に しかものをみることができない。

だから大学生になったら、世界史を勉強 していなかっ

た人は大急ぎで世界史の勉強をする必要がある。いちば

ん手 っ取り早いのは、高校時代の教科書を読むことであ

る。

な ぜ 世 界 史 は む ず か しい の か

と、 ま あ 、 え らそ うな こ とを 言 って い るが 、 私 も、 世

界 史 を 選 択 した もの の 、 い つ まで た って も不 得 意 科 目で

あ った 。 ど うに も頭 に 入 って い か な い 。 ど う して な の か

な、 と今 にな って考 えて み るに、 まず 人名 が や た ら多 い、

しか もそ の 人 名 の 人 物 が どの 国 の 人 か よ くわ か らな い 。

ヘ ン リー が ア ン リに な った り、 フ ィ リ ップ が フ ェデ リコ

に な った り。 い った い ど っち が 正 しい ん だ 。 ス ペ イ ン王

が オ ー ス ト リア王 を か ね た り、 シチ リアの 王 が ドイ ツ に

領 地 を も った り、 王 族 た ち が 現 在 の 国 の 枠 を 超 え て 移 動



した り結 婚 した りす る。 そ もそ も王 様 た ち は ど この 国 の

人 間 な の か。

だ い たい国 の形 が 変 だ。今 と違 う地域 が ひ とつ の 国だ っ

た とい うの な らま だ わ か る。 と ころ が 、 歴 史 地 図 な ん か

を み る と、 た とえ ば 「神聖 ロー マ帝 国」 なん て い う国 は、

ま だ ら模 様 に な って い て ど こか ら ど こま で が 国 な の か わ

か らな い。 第 一 、 ま だ ら模 様 の 国 って 何 な ん だ 、 とい う

こ とに な る。

このわ け の分 か らな さ を翻 って考 えて み る と、 実 は我 々

が ふ つ うひ とつ の 「国」 と考 え て い る もの の イ メ ー ジが

あ って、 そ れ が通 用 しな い か ら混乱 もす る し、 理 解 で き

な い し、 そ の結 果 、 覚 え る こ と もで きな い のだ と気 づ く。

無自覚な前提と しての独立国(国 民国家)

では我々が、「国」と考えるものはどんなイメージの

ものなのか。

まず、国境によってはっきりと領土が区切られていて

いる。地図で国が綺麗に輪郭をもって色分けできる国境

の内部は日本なら日本、韓国なら韓国、という具合に一

つの国家に帰属 している。住民 も一つの国に所属 してい

る。

国境で区切 られた地域 とその住民 は、その国の政府に

よって支配されている。支配 されるということは、税を

徴収され、そのかわり、保護 もされます。多 くの国では

徴兵 もされます。 こうした支配の実行 はふつう行政官、

つまり官僚(役 人)に よってなされます。役人は中央政

府からの指示によって動 く。指示(命 令)は ふつう文書

でなされます。そのためその文書用には統一 した言語が

必要である。おな じく、支配 された住民を支配 ・保護す

るために法体系が必要 とされますが、それも同 じ言語で

書かれ処理 されるのが普通である。

こうした中央政権 とそれに支配 される領域(領 土)と

人々(人 口)か らなる国を 「独立国(主 権国家)」(sov-

ereign　state)と いいる。

中国の標準語のことを、「マンダリン」 といいる。「マ

ンダリン」というのはもともとは 「官僚」のことである。

だが官僚は共通の言葉を使 っていないと帝国が支配でき

ない。だから官僚になるためには、官僚の共通言語に習

熟 しているか試験 して(科 挙)、 それを各地に分配する。

だから彼 らの話す言葉 も 「マンダリン」 と呼ぶわけであ

る。それを 「北京官話」 と訳すのは、中央(北 京)か ら

の指令 と中央への通報に使われる言葉だからである。

官僚には給与を払わな くてはいけません。そのために

は全国に流通する貨幣制度が必要である。それができて

いないと地元で税を徴収 して官僚が取 り、残りを中央に

納めることになります。 こうすると次第に地方 はその官

僚たちの領地のようになって、国は分裂 している。

国 境 を 超 え て 他 国 が 侵 略 して きた 時 、 そ れ を 異 分 子 に

よ る侵 入 だ と と らえ られ ま す 。 逆 に言 う と、 国 境 の 内 部

の 地 域(国)は あ る種 、 同 質 の 人 々 によ って 作 られ て い

る と考 え られ て い る。 で は国 の 内 部 の 人 の 同 質 性 はな に

よ っ て 支 え られ る の で し ょ うか 。 そ れ は 「我 々 は 同 じ

「民 族 』 だ」 とい う思 い込 み に よ って支 え られ て い る。

で は 「民 族 」 と は何 な の で し ょうか 。 生 物 学 的 な 同 一

性 で しょ うか 。 た とえ ば 「日本 人 」 とい うの は、 じつ は

DNA的 に は 多 様 な 人 種 を含 ん で い る と言 わ れ て い る。

「中 国 人 」 と さ れ る、 項 羽 の 頃 の 中 国 人 のDNAは ヨ ー

ロ ッパ 人 と同 じで 、 現 在 の 中 国 人 と は ま った 別 だ 、 と い

う話 が あ る。 同 一 の 民 族 とい って も、 人 種 的 ・系 統 的 に

同 じで あ る とい う保 証 はあ り ませ ん 。

で は 「日本 人 」 と して の 統 一 を 作 り上 げ て い るの は何

な の か 。 も っ と も重 要 な の は、 「日本 語 」 だ ろ う。 日本

語 を母 語 と して話 す(何 世 代 も前 か ら日本 に住 む ア ジア)

人 、 そ れ が 日本 人 だ 、 とい う こ と にな りそ うで あ る。

と もか く、 同 じ言 語 を 話 す 同 じ民 族 が ま と ま って 占拠

し、 統 一 的 な 政府 を もって い る、 それ が 「国」 で あ る と、

な ん とな く我 々 はイ メー ジ して い るよ うで あ る。

主 権 国 家 が 同 じ民 族 に よ って 構 成 され て い る とす るの

が 「国 民 国 家 」(nation　 state)で あ る。

だ が この 、 民 族 が そ の ま と ま り によ って 国 を 作 る(国

民 国 家)と い うの は、19世 紀 以 降 、 近 代 にな って 生 まれ

て きた もの で あ る。 そ れ 以 前 の 国 が 、 この 国 民 国 家(民

族 国 家)と 同 じだ と考 え るの が じつ は無 理 が あ るの で あ

る。

封 建 制 の 下 で の 国 家

近 代 以 前 で は、 農 民 な どの 住 民 を 支 配 し、 保 護 す る見

返 りだ と称 して 税 を 取 って い た の は領 主 で あ るが 、 この

領主 はよ り力 の 強 い 領 主 の い う こ とを 聞 い て い た 。 も っ

と も強 い 領 主 が 王 と名 乗 って い た で し ょう。 しか し、 各

領主 は別 の 王 が 強 か った 、 そ ち ら に寝 返 る こ と もあ るで

しょ う し、 王 が 弱 くな った 、 あ るい は死 ん だ な ら、 自分

が 王 に な ろ う とす る こ と もあ った で し ょう。 す る と、A

王 とB王 の 支 配 す る、A王 国 とB王 国 の 領 土 は き れ い

に 色 分 けで きず 、 入 れ 子 状 態 だ った で し ょう し、 王 に歯

向 か う領 主 もい た で しょ うか ら まだ ら模 様 に もな った で

しょ う。

東 方 か ら ヨー ロ ッパ に 移 動 して きた ゲ ル マ ン民 族 の 場

合 、 ゲ ル マ ンの 王 が 領 地 に い っ し ょに従 軍 して きた 部 下

(従 士)に 、 占 領 した土 地(封 土)を 与 え て 配 置 した。

彼 ら はそ の 見 返 りに 王 が 戦 争 を す る と き に は部 下 と して

従軍 す る義 務 を 負 い る。 しか し、 そ れ が 何 代 か 経 つ と、

独 立 して 、 王 に 刃 向 か った り、 別 の 王 に寝 返 り した りす

る こ と もあ った 。



そ れ で、 部 下 の か わ りに、 跡 継 ぎが で きな い 僧 侶 を部

下 の領 主 と して配 置 した。 もち ろ ん、 僧 侶(聖 職 者)の

任 命 権(叙 任 権)は 国 王 に あ りた。 これ を 「帝 国 教 会 政

策 」 とい い る。 僧 侶 は も と も とゲ ル マ ンの 王 が 配 置 した

の で あ るけ ど、 い ち お うキ リス ト教 会 、 と くに そ の も っ

と も優 位 に た った ロー マ教 会 の 支配 下 に あ る とい う こ と

に な りま す。

西 ロー マ帝 国 が崩 壊 した あ と、 そ の ロー マ帝 国 の 後 継

者 とい う名 目で ゲ ル マ ンの 王 は ヨー ロ ッパ を 支 配 す る こ

とに な り、 領 地 に 多 くの僧 侶 を配 置 した手 前 もあ って 、

ロ ー マ教 皇 に、 「皇 帝 」 と認 め て も ら う と い う形 を と っ

た。 こ う して うま れ た の が、 「神 聖 ロ ー マ帝 国 」 とい う、

お もに ドイ ツや イ タ リアを支 配 したふ しぎな帝 国 で あ る。

ロー マ教 皇 は さ らに、 帝 国 の 各地 に皇 帝 が 配 置 した 僧

院 を 自分 の 支配 下 に 置 こ う とす る。 つ ま りそ の 僧 侶 の 任

命 を皇帝 で はな く、教 会 が任 命 しよ う とす る。 こ こに ロー

マ教 皇 と神 聖 ロー マ帝 国 の皇 帝 との対 立 抗争 が うま れ ま

す。

抗 争 を有 利 に す るた め に、 各地 の 領主 を 味方 に つ け る

べ く、 領 主 の 独立 権 を 大 幅 に み とめ た た め に 、 群雄 割 拠

(小 国乱 立)の 状 態 に な って し ま い、 帝 国 の ま と ま り は

ま す ま す な くな りた。 ま た、 王 の血 筋 が 案 外 絶 え や す く

(毒 殺 ・暗 殺 が 横 行 して い た のか な?)、 通 婚 に よ って 支

配 関係 に維 持 の た め に 王 や 領主 が 通婚 して い るた め 、皇

帝 の 継 承 権 が錯 綜 す る。。 結 果 、 皇 帝 を 選 挙 に よ って 選

ぶ 強 い権 力 を も った 領主(諸 侯)た ち ま で生 ま れ た の で

あ る。

国語 の成 立

ま た、 さ き ほ ど 「同 じ言 語 」 とい い た が 、普 段 、住 民

が話 す の は そ れ ぞ れ の地 域 の方 言 で あ って 、 地域 が 違 え

ば この言 語 は違 って く。 国民 国 家 をつ くる に は、 そ の様 々

に異 な っ た言語 を一 つ の共 通 言 語 に ま とめ る必 要 が あ る。

つ ま り、 「日本 語(標 準 語)」、 「イ タ リア語 」、 「ス ペ イ ン

語 」、 「フ ラ ンス語 」、 「ドイ ツ語 」 とい う、 民族 国 家 ご と

の言 語 が生 ま れ る(作 られ る)必 要 が あ る。 い や生 ま れ

るだ け で な く、 そ れ が子 ど もた ち に教 育 され な くて はい

け な い。 と もか く国民 国 家 の形 成 に あ た って は この 統一

言 語 の形 成 が か な らず伴 わ な くて はな らな い。 国 民 国 家

は、 我 らが 独 自の言 語 、 を 標榜 す る(じ つ はイ タ リア語

とス ペ イ ン語 の 差 は小 さ く、 方 言 の 違 い の よ うな もの で

あ る。 で あ るか らイ タ リア人 とス ペ イ ン人 はそ の ま ま話

して もだ い た い意 思 疎 通 が で き る。 な の に 、 お互 い 別 々

の 国 で あ る こ とを 強調 す るた め に、 別 々 の言 語 で あ る と

強調 され る)。

た とえ ば、 セ ル ビア語 と ク ロア チ ア語 は じつ は同 じ言

語 で あ るが、 表 記 が セ ル ビア が キ リル 文字 、 ク ロ アチ ア

が ラテ ン文 字 で 表 し、1991年 の 旧 ユ ー ゴス ラ ビア解 体 に

よ り、 別 々 の 言 語 で あ るか の よ う に標 榜 して い る。 これ

はセ ル ビア と ク ロ ア リアの 両 民 族 国 家 の 構 築 の た め にな

され た の で あ る。

現 在 だ が 、 多 くの 異 な る言 語 を 話 す 民 族 を 束 ね た 国 家

が 存 在 す る。 た とえ ば 、 中 華 人 民 共 和 国 が そ うで あ る。

こ こで は行 政 な どに は、 「北 京 官 話 」(マ ンダ リ ン)が 使

わ れ ま す が 、 地 域 に よ って は ま るで 違 う言 語 を 話 して い

る(た とえ ば 、 北 京 官 話 と広 東 語 は ま った く別 の 言 語 だ

そ うで あ る)。 こ う した ま るで 違 う言 語 を 話 す 人 達 を 同

じ国家 の うち に留 めて お くこ とが で き たの は、発 音 に よ っ

て 表 記 が か わ る表 音 文 字(ア ル フ ァベ ッ ト ・ア ラ ビア文

字 な ど)で な く、 漢 字 とい う表 意 文 字(言 語 によ って ど

う発 音 され よ う と見 れ ば意 味 は通 じる)の 存 在 が 大 きい。

「国 民 国 家 」 と は、 多 くの 場 合 、1つ の 民 族 が 、1つ

の言 語 を 使 い 、1つ の 国 家 を つ くって い る、 とい う国 家

を い う。 この 国民 国家 に は、 そ の 「民 族」 の神 話 が あ る。

ま た そ の 成 立 存 続 に は、 共 通 言 語 の 確 立 ・教 育 が 必 要 で

あ る。 そ れ に は メデ ィ ア と教 育 シス テ ムの 発 達 が 不 可 欠

な の で あ る。

と もか く、 世 界 史 の 理 解 に あ た って 、 我 々 の 、 この 、

国 とい え ば 国 民 国 家 、 とい う先 入 観 が 大 きな 障 害 とな っ

て い る こ と は間 違 い な い 。

ま た そ の 先 入 観 を 助 長 して い るの が 、 世 界 史 と 日本 史

と い う区 分 で あ る。 日本 で は、 「日本 史 」 と い う区分 が

あ るた め に 、 ほ とん ど 自動 的 に、 日本 とい う国 が 最 初 か

らま とま って あ った よ うな 印 象 を も って しまい 、 そ の 結

果 、 世 界 史 だ が 国 とい え ば そ うい う ま と ま りが あ る もの

だ と思 って しま い が ち で あ る。 また 世 界 史 も、 東 洋 史 と

西 洋 史 を くっつ けた もの で あ る。 中 国 史 が 、 統 一 王 朝 の

栄 枯 盛 衰 と して 語 られ が ち な の で 、 ます ます そ うい う ま

とま りの あ るの が 国 だ と い う と らえ か た に そ ま って い る。

そ の 結 果 、 世 界 史 の 理 解 が す す まな い とい う こ とが あ る

よ うに 思 う。

歴 史 とは 物 語

「世 界 史 は暗 記 科 目だ か ら嫌 い だ 」 とい う理 由 を あ げ

る人 も多 い と思 う。 高 校 で は教 科 書 を 覚 え させ て す ぐに

テ ス ト して 頭 を 叩 くよ うな 教 育 を して い るの で 、 残 念 な

こ とに 、 世 界 史 嫌 い の 人 が とて も多 くな って しま って い

る。

だ が 、 だ れ で も子 供 の 頃 、 昔 話 を 読 ん だ り聞 か され た

り した こ とが あ るだ ろ う。 あ るい は、 ハ リ ッポ ッタ ーの

お 話 を 楽 し く読 ん だ 人 もい るだ ろ う。 お 話(物 語)が 嫌

い な 人 とい うの はそ ん な に はい な い 。

ふ つ う我 々 は、 歴 史 とお 話(物 語)と は ま るで 違 う も

の だ と 思 って い る。 英 語 で は 歴 史(history)と 物 語



(story)と は別 の 単 語 で あ る。 だ が歴 史(history)と

い う単 語 の な か に は、 お 話(story)と い う単 語 が含 ま

れ て い る。 実 は ヨー ロ ッパ の言 葉 で は、 歴 史 と物語 は同

じ言 葉 で あ る。 フ ラ ンス語 で はhisoire、 イ タ リア語 で

はstoria、 ス ペ イ ン語 で はhistoria、 ドイ ツ語 で はGes

chichte、 どれ も 「歴 史 」 と も 「物 語 」 と も訳 せ る。 つ

ま り ヨー ロ ッパ で は、 「歴 史 」 とい うは、昔 、 本 当 にあ っ

た こ との お話 、 な の で あ る。 歴 史 が好 きな 人 はた い て い

歴史 が 暗記 科 目だ な ん て思 って い ま せ ん。 お も しろ い話

だ か ら 自然 とお ぼ え て しま った とい う人 が ほ とん どで あ

る。

だ か ら、 我 々 は も うテ ス トす る人 もい な い の だ か ら、

気 楽 に、 物 語 だ と思 って読 み 流 せ ば い い の で あ る(だ か

ら読 む な ら、 物 語 風 に書 い て あ る もの が よ い だ ろ う)。
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